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日本製薬団体連合会 

 

 

「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」

に関する質疑応答集（Q&A）について（その３） 

 

標記の事務連絡が厚生労働省医政局経済課、保険局医療課より当連合会宛

てにありましたので送付いたします。 

つきましては、貴会会員への周知方宜しくお願いいたします。 

 

記 

 

令和元年 7 月 11 日付け 

○「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライ

ン」に関する質疑応答集（Q&A）について（その３） 

 

厚生労働省医政局経済課 

厚生労働省保険局医療課 

事務連絡 

 












